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認　第　１　号

令和 ６ 年 １０月 ２２日　提出

南和広域医療企業団　　

企業長　　杉　山　　孝

令和５年度南和広域医療企業団病院事業会計決算の認定について

　令和５年度南和広域医療企業団病院事業会計決算を、地方公営企業法（昭
和２７年法律第２９２号）第３０条第２項の規定により、監査委員の意見を付けて
議会の認定に付する。
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議 第 ５ 号

（総　則）

第１条　令和６年度南和広域医療企業団病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定める

　　　　　ところによる。

（業務の予定量）

第２条　　令和６年度病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量

　 を次のとおり補正する。

（４）主な建設改良事業

医療器械購入費 千円 千円

（資本的収入及び支出）

第４条　　予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　　収　　　入

第１款 資本的収入 千円 千円 千円

第１項 補助金 千円 千円 千円

第3項 企業債 千円 千円 千円

　　支　　　出

第１款 資本的支出 千円 千円 千円

第１項 建設改良費 千円 千円 千円

　　（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

南和広域医療企業団　　

企　業　長　　　杉　山　　孝

（補正予定額）

1,903,959 19,282 1,923,241

525,594 544,87619,282

（計）（既決予定額）

272,200 12,300 284,500

97,644 6,982 104,626

705,757 19,282 725,039

（既決予定額） （補正予定額）

417,694

既決予定額 補正後予定額

436,976

（計）

令和６年度　南和広域医療企業団病院事業会計補正予算（第１号）

令和6年10月22日

償　還　の　方　法

病院改築事業費 284,500 証 書 借 入

 ６．５％以内（ただ
し、利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び公営企業公
庫資金について利
率の見直しを行った
後においては、当該
見直し後の利率）

借入先の融資条
件による。ただし、
企業財政その他
の都合により繰上
償還又は低利に
借り換えることが
できる。

起債の方法 利　　　率限　度　額

千円

起債の目的
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報 第 1 号

令和 ６ 年 １０月 ２２日　提出

南和広域医療企業団　　

企業長　　杉　山　　孝

1 .資金不足比率

※資金不足でないため、比率は「-（該当なし）」と表示した。

2 .監査委員の意見書

 別紙のとおり

南和広域医療企業団病院事業会計資金不足比率の報告について

　地方公共団体の財政の健全化の関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２
条第１項の規定により、令和５年度決算に基づく資金不足比率を監査委員の
意見書を付けて次のとおり報告する。

病院事業会計 - 20.0%

会計名 資金不足比率 経営健全化基準
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